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《今号の主な内容》
・「東くるめわくわく元気plus＋」が新しくなりました ２面
・就学援助の申請を受け付けます ３面
・国の登録有形文化財「村野家住宅」特別見学会のお知らせ ５面
・３０年度お子さんの定期の予防接種について ８面

　
国
保
は
、
国
民
皆
保
険
制
度
の

最
後
の
と
り
で
と
し
て
、
基
盤
的

な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
安
定
的

な
制
度
運
営
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、「
年
齢
構
成
が
高
く
医
療

費
水
準
が
高
い
」「
所
得
水
準
が
低

い
」「
所
得
に
占
め
る
保
険
税
負
担

が
重
い
」「
収
納
率
が
低
い
」と
い

っ
た
構
造
的
な
課
題
を
抱
え
、
財

政
は 
逼
迫 し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

ひ
っ
ぱ
く

財
政
基
盤
の
強
化
と
、
都
道
府
県

を
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
す
る

こ
と
を
柱
と
し
た
国
保
制
度
改
革

が
行
わ
れ
、
４
月
か
ら
新
た
な
制

度
運
営
に
な
り
ま
す
。

国
・
都
・
市
の
役
割
分

国
・
都
・
市
の
役
割
分
担担

　
国
は
、
こ
の
国
保
制
度
改
革
に

当
た
り
毎
年
３
４
０
０
億
円
の
公

費
を
新
た
に
投
入
し
、
財
政
支
援

を
行
い
ま
す
。

　
都
は
、
新
た
に
市
と
共
に
保
険

者
と
な
り
、
安
定
的
な
財
政
運
営

や
効
率
的
な
事
業
運
営
の
確
保
な

ど
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
地
域
住
民
と
身
近
な
関

係
の
中
、
資
格
管
理
、
保
険
給
付
、

保
険
税
率
の
決
定
、
賦
課
・
徴
収
、

保
健
事
業
な
ど
、
き
め
細
か
い
事

業
を
引
き
続
き
担
い
ま
す
。

　
詳
細
は
左
表
１
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。変

わ

る

こ

変

わ

る

こ

とと

　
①
被
保
険
者
証
な
ど
の
様
式
が

変
わ
り
ま
す

　
都
も
国
保
制
度
を
担
う
よ
う
に

な
る
こ
と
に
伴
い
、
被
保
険
者
証

や
限
度
額
認
定
証
な
ど
の
様
式
が

変
更
に
な
り
ま
す
。
主
な
様
式
と

変
更
の
時
期
は
左
下
表
２
の
通
り

で
す
。
な
お
、
新
た
な
様
式
へ
変

更
す
る
ま
で
の
期
間
は
、
現
在
の

被
保
険
者
証
な
ど
が
そ
の
ま
ま
利

用
で
き
ま
す
。

　
②
「
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該

当
」
が
都
道
府
県
単
位
で
通
算
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　
「
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
」

と
は
、
過
去　
カ
月
間
で
の
高
額

１２

療
養
費
の
対
象
に
な
っ
た
月
数
が

４
回
以
上
と
な
っ
た
場
合
、
４
回

目
か
ら
自
己
負
担
限
度
額
が
引
き

下
げ
ら
れ
る
制
度
で
す
。

　
都
が
共
に
保
険
者
と
な
る
こ
と

で
、
都
内
で
住
所
を
移
転
し
た
場

合
も
国
保
の
資
格
が
継
続
し
、
４

月
以
降
の
療
養
に
お
い
て
生
じ
た

高
額
療
養
費
で
あ
れ
ば
、
該
当
回

数
が
新
た
な
住
所
地
に
引
き
継
が

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
保
険

者
の
自
己
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
住
所
移
転
の
前
後
で
世

帯
の
継
続
性
が
保
た
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　
③
国
保
税
納
税
通
知
書
の
様
式

が
変
わ
り
ま
す

　
市
で
は
、
国
保
の
広
域
化
に
併

せ
て
国
が
主
導
的
に
開
発
し
た

「
市
町
村
事
務
処
理
標
準
シ
ス
テ

ム
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
制
度
改
正
の

た
び
に
必
要
に
な
る
シ
ス
テ
ム
改

修
費
の
負
担
を
軽
減
し
、
事
務
の

効
率
化
・
標
準
化
・
広
域
化
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
発
さ

れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
納
税
通
知
書
は
市
区

町
村
ご
と
に
独
自
の
様
式
を
採
用

し
て
き
ま
し
た
が
、
都
全
体
が
一

つ
の
保
険
者
と
な
り
、
事
務
の
標

準
化
・
広
域
化
に
向
け
た
改
革
を

進
め
て
い
く
取
り
組
み
の
一
環
と

し
て
、
納
税
通
知
書
を
独
自
様
式

か
ら
標
準
様
式
へ
変
更
し
ま
す
。

変
わ
ら
な
い
こ

変
わ
ら
な
い
こ
とと

　
国
保
の
届
け
出
窓
口
は
こ
れ
ま

で
通
り
、
市
の
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
で
す
。

　
ま
た
、
次
の
業
務
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
市
で
行
い
ま
す
。

　
①
資
格
全
般
の
届
け
出
②
高
額

療
養
費
な
ど
の
申
請
③
国
保
税
の

計
算
④
国
保
税
の
支
払
い
⑤
特
定

健
診
な
ど
の
保
健
事
業

そ
の
他
の
制
度
改

そ
の
他
の
制
度
改
正正

　
４
月
か
ら
入
院
時
食
事
代
の
自

己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　
　
歳
未
満
の
住
民
税
非
課
税
世

７０
帯
以
外
の
方
、　

歳
以
上
の
現
役

７０

並
み
所
得
の
方
お
よ
び
一
般
の
方

は
、
４
月
か
ら
１
食
当
た
り
の
食

事
療
養
標
準
負
担
額
が
３
６
０
円

か
ら
４
６
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

　
引
き
続
き
、
安
定
的
な
国
保
運

営
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
勤
務
先

の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

な
い
方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必

ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
会
社
な
ど
を
退
職
し
勤
務
先
の

健
康
保
険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま

た
は
会
社
な
ど
に
就
職
し
て
勤
務

先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

に
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
忘

れ
ず
に　
日
以
内
に
手
続
き
を
し

１４

て
く
だ
さ
い
。

　
※
国
民
健
康
保
険
加
入
・
脱
退

手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、

左
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
手
続
き
に
は
世
帯
主
お
よ
び

対
象
と
な
る
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
確
認
書
類
（
通
知

カ
ー
ド
な
ど
）
と
手
続
き
す
る
方

の
身
元
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）

が
必
要
で
す
。
加
入
手
続
き
の
場

合
は
、
既
に
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

確
認
書
類
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

勤
務
先
の
健
康
保
険

勤
務
先
の
健
康
保
険
にに

入
れ
ま
せ
ん

入
れ
ま
せ
ん
かか

　
会
社
、
工
場
な
ど
の
法
人
や
従

業
員
が
５
人
以
上
の
個
人
事
業
所

に
勤
務
し
て
い
る
方
と
、
そ
の
家

族
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚

生
年
金
な
ど
へ
の
加
入
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
に
必
要
な
保
険

給
付
が
行
わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ

せ
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
方
は
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
で

も
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚
生

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
勤
務
先
の

健
康
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て
は
、

職
場
の
担
当
者
や
全
国
健
康
保
険

協
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
「
法
人
」
と
は
公
・
私
法
人
、

営
利
法
人
、
公
益
法
人
、
社
団
法

人
や
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉
法
人
、

医
療
法
人
、
学
校
法
人
な
ど
の
特

殊
法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都
道
府

県
、
市
区
町
村
の
地
方
公
共
団
体

も
含
ま
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

問
い
合
わ
せ
先先

　
▼
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と
＝

全
国
健
康
保
険
協
会
東
京
支
部
☎

０
３
・
６
８
５
３
・
６
１
１
１
▼

厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と
＝
武
蔵

野
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
２
・
５

６
・
１
４
１
１
▼
労
働
基
準
・
労

災
に
関
す
る
こ
と
＝
三
鷹
労
働
基

準
監
督
署
☎
０
４
２
２
・
４
８
・

１
１
６
１

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

国民健康保険への加入・脱退手続き
必要な書類など国民健康保険に加入するとき

他の市区町村の転出証明書、認め印市内に転入してきたとき
勤務先の健康保険をやめた証明書（資格喪
失証明書など）、認め印勤務先の健康保険をやめたとき

被扶養者から外れた証明書、認め印勤務先の
健康保険の被扶養者から外れたとき

被保険者証、母子健康手帳、分娩に係る領
収明細書、世帯主名義の口座番号が分かる
もの、認め印

子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知書、認め印生活保護を廃止されることになったとき
必要な書類など国民健康保険を脱退するとき

被保険者証、認め印市から転出するとき
国保と勤務先の両方の被保険者証（全員
分）、認め印

勤務先の健康保険に入ったとき、被扶養
者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認できる
もの（会葬お礼のはがき、葬儀代の領収証）、
喪主の口座番号が分かるもの、認め印

死亡したとき

生活保護開始決定通知書、認め印生活保護を受けることになったとき

※手続きには、世帯主および対象となる方のマイナンバー確認書類（通知カードなど）
と手続きする方の身元確認書類（免許証など）が必要です。また、住民票が同一世帯
の方で既に国民健康保険に加入している方がいる場合には、その方のマイナンバー確
認書類も必要です。
※国保の資格がなくなってから国保の保険証を使用して医療を受けた場合、市が医療機
関へ支払った医療費を返還していただきますので、ご注意ください。

表１　都と市の主な役割分担

市都

地域住民と身近な関係の中、資格管
理、保険給付、保険税率の決定、賦
課・徴収、保健事業など、きめ細かい
事業を引き続き担う

安定的な財政運営や効率的な事業
運営の確保などの国保運営に中心
的な役割を担う

役割

国保事業費納付金を都に納付市区町村ごとの
国保事業費納付金を決定財政運営

各種届け出の受け付け
被保険者証などの発行

運営方針を策定し、事務の効率化、
標準化、広域化を推進資格管理

標準保険料率などを参考に
保険税率を決定

市区町村ごとの
標準保険料率を算定・公表保険税

保険給付の決定・支給給付に必要な費用を
全額市区町村へ交付保険給付

データヘルス計画などに基づく
きめ細やかな保健事業の実施

市区町村に対して
必要な助言・支援保健事業

表２　主な様式と変更時期
変更時期変更になる主な様式

３１年１０月
被保険者証

被保険者証兼高齢受給者証

３０年８月
限度額適用認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証

退
職
・
就
職
し
た

退
職
・
就
職
し
た
らら

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
のの

手
続
き
を
し
ま
し
ょ

手
続
き
を
し
ま
し
ょ
うう

　
４
月
か
ら
都
が
市
と
共
に
保
険
者
と
な
り
、
一
体
と
な
っ
て
新

た
に
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
制
度
を
運
営
し
て
い
き
ま
す
。
今

号
で
は
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
☎
４
７
０
・
７
７
３

３
へ
。

４４月月かからら

〜被保険者証はそのまま使用できます〜被保険者証はそのまま使用できます〜〜
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